
② 申請書（正・副：計２部）返却 

意見書発行 

① 申請書（正・副・副：計3部）提出 

必要により協議 

③ 申請書（正・副：計２部）提出 

↑意見書添付 

④ 許可書（副）交付 

（確認申請書等に許可書（写）を添付） 

 

○申請手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※許可後に申請内容を変更する（した）場合は、変更手続きを行ってください。 
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